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作業班での検討の結果、事業者間ロ

ーミング導入が予定される 2025 年

度末時点においては各社とも 3G サ

ービスを終了していることから、事

業者間ローミングの提供範囲は LTE 

(Long Term Evolution)のみを対象

とすることとされた。（表４） 
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・両報告書を踏まえ、作業班におい

て検討を進めたところ、検討会の第 

10 回会合において、「フルローミン

グ」方式において、携帯電話基地局

が停波した場合（※１）には、端末

が停波を判別し自動で切り替えるこ

とが可能である旨、動作検証が完 

了したことが報告された。 

本報告書の内容に賛同致します。 

その上で、以下意見を提出致します。 

 

事業者間ローミングにあたっては、携帯利用者への周知

広報が大変重要であり、利用者が実際困ることがない、

きめ細かな格別の取組が重要と考えます。 

今回の事業者間ローミングの提供範囲は、4G LTE (Long 

Term Evolution)のみを対象とすることとされたことは

理解出来るが、これに止まらず、今後も 5Gでの事業者

間ローミングを実現すべく準備を進めるべきと考えま

す。 

 

 

（5G事業者間ローミングの技術的な困難さなどを踏ま

えた上でも、5Gでの事業者間ローミングを実現すべく

準備を進めるべきと考える理由） 

総務省が 2023年 9月 16日に発表した携帯電話の 5G契

約者数は、約 5151万人である。（一社）電気通信事業

者協会が 2023年度に公開している全携帯電話契約数約

2.1億人契約であり、5G契約者数は、その 4分 1である

ことから、5Gも視野に入れた事業者間ローミングの早

期実現を希望します。総務省のデジタルビジネス拡大に

向けた電波政策懇談会配下の 5G普及のためのインフラ

整備推進ワーキンググループにおいては、今後 5Gのさ

らなる普及、ミリ波普及に向けて、活発に議論・検討が

なされており、今後、5G契約者数のシェアが向上する

と考えられるためです。 

 

 

特に緊急通報の際は、一刻も争う状況を確保すべきで

すので、いかに簡単に切替できるかを最優先で検討すべ

きです。更に、端末毎に具体的な切替方法を広く利用者

に対して周知する必要があるのではと思います。 

事業者間ローミングは、被災時に、救済事業者へ自動

で切り替わることもあるが、利用者が手動で切り替えす

るケースも存在します。 
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・他方、コアネットワークの設備の

みに障害が発生し、基地局が停波し

ていない場合（※２）に「フルロー

ミング」方式を利用する（又はロー

ミング回線から契約先の事業者の回

線に復帰する）ためには、利用者自

身による手動での切替操作が必要と

なることが報告された。 

P20 

３－１－２ 端末操作（手動切替）

で記載したように、基地局が停波し

ていない場合には端末において利用

可能なネットワークに自動で接続す

ることができず、利用者が手動で設

定する必要がある。 
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第２次報告書では、手動での設定操

作を抜本的に簡略化するための一手

法として、「事業者間ローミング用

に共通の PLMN 番号（Public Land 

Mobile Network（電気通信事業者の

識別番号））を新たに設定し、ロー

ミング実施時においてのみ、複数の

救済事業者の携帯電話基地局から一

斉に PLMN 番号をサービスエリアの

携帯端末に対して報知するアイディ

アが考えられる」とされた。～ 

P21 

～また、事業者間ローミングは速や

かな発動が期待されるものであるた

め、ローミング用 PLMN 番号の報知

について、ローミング発動時におい

てのみ報知する方向性を示した第２

次報告書と異なり、ローミング実施

時に限定せず、常時報知を原則とす

ることとする。なお、ローミング発

利用者への周知広報も大変、重要であるが、スマート

フォン等への災害時・障害時のマニュアルの整備・配備

や事前の訓練も必要と考えます。 

今は、スマートフォン等の端末販売時には、操作マニ

ュアル等がついていないケースが多く、インターネット

等で検索し、マニュアルや FAQを見るケースが多くなっ

ています。しかし、災害時・障害時でインターネットが

使えない状況下では、紙もしくは電子媒体でのマニュア

ルも必要となります。スマートフォン等の端末メーカの

協力も不可欠と考えます。 

また災害時・障害時の際に、避難所や自治体へも事業

者間ローミングの解説書等の閲覧・配備も必要です。 

特に、高齢者やデジタル難民者、その他のスマートフォ

ン等の端末操作に詳しくない方々への事業者間ローミン

グの手動切り替えには、相当な苦労が伺え、周知広報だ

けでなく、事前の訓練や研修等、何らかの対策を講じる

必要があります。 

 

 

携帯電話事業者毎に常用の PLMN番号と救済用の PLMN番

号を二重に割当て、端末側で手動にて PLMNを切り替え

るとありますが、手動切り換えが必要であること、具体

的な切替方法を広く周知する必要があると思います。 
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動時以外には当該 PLMN が利用でき

ないようにする等の措置を行うこと

が適当である。 

 


